
鎌倉市ファミリーサポートセンター運営事業業務（長期継続契約）仕様書特記事項

　
１　当該事業は、児童福祉法第６条の３第14項に規定する子育て援助活動支援事業について、鎌倉市ファミリーサポートセンター事業実施要綱に定める育児支援及び家事援助を行うものとします。事業を継続して実施していくため、事業受託者はファミリーサポートセンター事業の知識、事業実績がある神奈川県内の法人や団体等とする。

２　事業実施場所については、鎌倉市福祉センターの一部を使用しているため、施設使用等については、鎌倉市福祉センターを所管する部署の指示に従うこと。

３　当該事業実施において、施設の使用料は無料とし、次のものは、発注者が用意するものとする。
(1)　固定電話（２台）の電信料。
(2) 会員の活動に係る保険料（アドバイザーの研修・会合等に係る保険は除く。）　
　　
４　次のものは、継続して使用すること。
[bookmark: _GoBack](1) 女性労働協会年会費（年間55,000円）
　　 令和８年度から令和10年度分を見込むこと。
(2) 保険料
「地域子育て支援補償保険」は発注者が契約・支払を行い、「研修・会合傷害保険」は受託者が契約・支払を行う。事故報告や請求等はファミリーサポートセンター事業として行う。

５　その他
(1)　案内の発送等は、活動人数等3,000人分を見込むこと。
(2)　本事業は第二種社会福祉事業として登録してあり非課税事業となっている。
(3)　ホームページを開設するとともに、SNS 等を活用したシームレスな情報共有体制の構築を図るなど、支援・依頼会員の利便性の向上等に努めること。
なお、現在のホームページを引き継ぐことができる。
(4)  ひとり親家庭等の利用支援を実施すること。
